
予
備
的
調
査
要
請
書

一
．
件
名

中
央
省
庁
の
補
助
金
等
交
付
状
況
、
事
業
発
注
状
況
に
関
す
る
予
備
的
調
査
要
請

二
．
予
備
的
調
査
の
目
的

中
央
省
庁
の
補
助
金
等
交
付
状
況
、
事
業
発
注
状
況
に
つ
い
て
は
、
昨
年
、
一
昨
年
も
予
備
的
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
実
態
の
一
部
を
明
ら
か
に
し
た
。
道
路
公
団
の

官
製
談
合
の
発
覚
等
を
受
け
て
、
政
府
は
事
業
発
注
等
の
透
明
性
の
確
保
等
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
国
民
の
信
頼
を
十
分
に
得
ら
れ
た
と
は
言
え
な

い
状
況
に
あ
る
。

よ
っ
て
政
府
の
取
り
組
み
の
効
果
を
検
証
し
、
か
つ
、
税
金
の
一
層
の
効
率
的
な
活
用
を
図
る
た
め
に
、
本
年
に
お
い
て
も
継
続
的
に
中
央
省
庁
の
補
助
金
等
交
付
状

況
、
事
業
発
注
状
況
に
関
す
る
予
備
的
調
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
．
予
備
的
調
査
の
具
体
的
内
容

中
央
省
庁
（
国
会
、
会
計
検
査
院
、
人
事
院
、
最
高
裁
事
務
総
局
（
判
事
経
験
者
を
除
く
）
を
含
む
）、
特
定
独
立
行
政
法
人
（
平
成
十
九
年
十
月
一
日
時
点
）
、
特
殊

法
人
（
平
成
十
九
年
十
月
一
日
時
点
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
に
つ
い
て
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
三
カ
年
に
お
け
る
補
助
金
等
交
付
、
事
業
発
注
、
事
業
委
託
、

物
品
調
達
そ
の
他
原
因
の
如
何
に
よ
ら
ず
行
っ
た
金
銭
の
交
付
（
契
約
の
締
結
等
事
実
上
の
債
務
発
生
行
為
を
含
む
、
融
資
・
出
資
・
投
資
を
除
く
、
以
下
同
じ
）
に
つ

い
て
、
各
機
関
ご
と
の
以
下
の
事
項
（
交
付
額
五
百
万
円
未
満
の
案
件
及
び
交
付
先
が
地
方
公
共
団
体
、
個
人
の
場
合
を
除
く
）。

な
お
各
種
金
額
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
消
費
税
を
含
む
価
格
を
記
載
す
る
こ
と
。

（
一
）
金
銭
交
付
の
全
容

①
金
銭
交
付
の
件
数
（
補
助
金
等
交
付
に
あ
っ
て
は
交
付
決
定
の
件
数
、
契
約
に
基
づ
く
交
付
に
あ
っ
て
は
契
約
件
数
の
合
計
）

②
金
銭
交
付
の
総
額
（
単
位
は
百
万
円
、
以
下
同
じ
）

③
金
銭
交
付
件
数
の
多
い
相
手
先
団
体
の
名
称
と
件
数
及
び
金
銭
交
付
総
額
（
上
位
三
十
団
体
）



④
③
の
団
体
の
内
、
平
成
十
八
年
度
の
上
位
三
十
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
現
在
、
以
下
同
じ
）

⑤
金
銭
交
付
総
額
の
多
い
相
手
先
団
体
の
名
称
と
件
数
及
び
金
銭
交
付
総
額
（
上
位
三
十
団
体
）

⑥
⑤
の
団
体
の
内
、
平
成
十
八
年
度
の
上
位
三
十
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

（
二
）
補
助
金
等
交
付

①
補
助
金
等
交
付
の
件
数
（
交
付
決
定
件
数
）

②
補
助
金
等
交
付
の
総
額

③
補
助
金
等
交
付
件
数
の
多
い
相
手
先
団
体
の
名
称
、
件
数
、
交
付
目
的
及
び
交
付
総
額
（
上
位
三
十
団
体
）

④
③
の
団
体
の
内
、
平
成
十
八
年
度
の
上
位
三
十
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

⑤
補
助
金
等
交
付
総
額
の
多
い
相
手
先
団
体
の
名
称
、
件
数
、
交
付
目
的
及
び
交
付
総
額
（
上
位
三
十
団
体
）

⑥
⑤
の
団
体
の
内
、
平
成
十
八
年
度
の
上
位
三
十
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

⑦
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
三
カ
年
続
け
て
補
助
金
等
を
交
付
し
て
い
る
団
体
に
つ
い
て
、
相
手
先
団
体
の
名
称
、
件
数
、
交
付
目
的
及
び
交
付
総
額

⑧
⑦
の
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

⑨
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
補
助
金
等
交
付
総
額
が
二
千
万
円
以
上
の
団
体
の
内
、
当
該
団
体
の
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
各
事
業
年
度
総
収
入
に
対
す

る
当
該
機
関
か
ら
の
当
該
年
度
の
補
助
金
等
交
付
額
が
占
め
る
割
合
が
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
三
ヵ
年
連
続
し
て
二
十
％
超
の
団
体
に
対
す
る
個
々
の
補

助
金
等
交
付
の
年
度
、
交
付
目
的
、
交
付
金
額

⑩
⑨
の
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

（
三
）
契
約
に
基
づ
く
金
銭
交
付

①
金
銭
交
付
の
件
数
（
契
約
件
数
）

②
金
銭
交
付
の
総
額

③
契
約
形
態
（
一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
）
別
の
契
約
件
数
（
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
に
占
め
る
割
合
を
併
記
）

③
―
ア

右
③
の
随
意
契
約
の
内
、
特
命
随
意
契
約
（
会
計
法
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
又
は
第
五
項
に
基
づ
き
、
特
定
の
者
を
指
定
し
て
行
う
随
意
契
約
、
以
下
「
特



命
随
契
」
）
の
件
数

④
契
約
形
態
（
一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
）
別
の
金
銭
交
付
額
（
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
に
占
め
る
割
合
を
併
記
）

④
―
ア

右
④
の
随
意
契
約
の
内
、
特
命
随
契
の
金
銭
交
付
額

⑤
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
三
カ
年
続
け
て
契
約
に
基
づ
き
金
銭
交
付
を
行
っ
て
い
る
団
体
に
つ
い
て
、
契
約
目
的
、
契
約
形
態
ご
と
の
件
数
（
随
意
契
約
に
つ

い
て
は
「
特
命
随
契
」
の
件
数
を
明
記
）、
金
銭
交
付
額

⑥
⑤
の
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

（
四
）
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約
に
基
づ
く
金
銭
交
付

①
平
均
落
札
率
（
予
定
価
格
に
対
す
る
落
札
価
格
の
割
合
・
単
純
平
均
）

②
落
札
率
段
階
別
（
五
十
％
未
満
、
五
十
％
以
上
は
十
％
刻
み
）
の
契
約
件
数

③
金
銭
交
付
件
数
の
多
い
相
手
先
団
体
の
名
称
、
件
数
、
交
付
目
的
及
び
交
付
総
額
（
上
位
三
十
団
体
）

④
③
の
団
体
の
内
、
平
成
十
八
年
度
の
上
位
三
十
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

⑤
金
銭
交
付
総
額
の
多
い
相
手
先
団
体
の
名
称
、
件
数
、
交
付
目
的
及
び
交
付
総
額
（
上
位
三
十
団
体
）

⑥
⑤
の
団
体
の
内
、
平
成
十
八
年
度
の
上
位
三
十
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

⑦
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
金
銭
交
付
総
額
が
二
千
万
円
以
上
の
団
体
の
内
、
当
該
団
体
の
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
各
事
業
年
度
総
収
入
に
対
す
る
当

該
機
関
か
ら
の
当
該
年
度
の
金
銭
交
付
額
が
占
め
る
割
合
が
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
三
ヵ
年
連
続
し
て
二
十
％
超
の
団
体
に
対
す
る
個
々
の
契
約
の
締
結

年
度
、
目
的
、
契
約
金
額
、
落
札
率

⑧
⑦
の
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

⑨
金
銭
交
付
の
原
因
と
な
る
当
該
機
関
か
ら
の
発
注
事
業
等
を
再
委
託
し
て
い
る
場
合
、
当
該
発
注
事
業
の
概
要
、
再
委
託
先
の
名
称
及
び
再
委
託
先
の
国
家
公
務
員
再

就
職
者
の
在
籍
数

⑩
参
加
者
が
一
団
体
で
あ
っ
た
入
札
に
基
づ
く
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
ご
と
に
相
手
先
名
称
、
契
約
日
、
契
約
内
容
、
契
約
金
額
及
び
契
約
相
手
先
に
お
け
る
国
家
公
務

員
再
就
職
者
の
在
籍
数
（
末
尾
に
該
当
契
約
の
総
件
数
及
び
総
契
約
金
額
を
記
載
）

⑪
参
加
者
が
全
て
公
益
法
人
（
改
正
前
民
法
三
十
四
条
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
）
で
あ
っ
た
入
札
に
基
づ
く
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
ご
と
に
相

手
先
名
称
、
契
約
日
、
契
約
内
容
、
契
約
金
額
及
び
契
約
相
手
先
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数
（
末
尾
に
該
当
契
約
の
総
件
数
及
び
総
契
約
金
額
を
記



載
）

⑫
「
当
該
契
約
内
容
（
発
注
事
業
等
）
に
か
か
わ
る
実
務
経
験
者
の
在
籍
」
を
応
募
の
条
件
と
す
る
入
札
の
そ
れ
ぞ
れ
の
案
件
に
つ
い
て
、
入
札
の
公
示
日
、
入
札
実
施

日
、
入
札
す
る
契
約
の
概
要
、
入
札
参
加
団
体
数
、
落
札
団
体
名
称
、
予
定
価
格
、
落
札
価
格
、
落
札
率
（
末
尾
に
該
当
入
札
の
総
件
数
、
総
金
額
を
記
載
）

⑬
「
当
該
契
約
内
容
（
発
注
事
業
等
）
に
か
か
わ
る
契
約
（
請
負
）
実
績
」
を
応
募
の
条
件
と
す
る
入
札
の
そ
れ
ぞ
れ
の
案
件
に
つ
い
て
、
入
札
の
公
示
日
、
入
札
実
施

日
、
入
札
す
る
契
約
の
概
要
、
入
札
参
加
団
体
数
、
落
札
団
体
名
称
、
予
定
価
格
、
落
札
価
格
、
落
札
率
（
末
尾
に
該
当
入
札
の
総
件
数
、
総
金
額
を
記
載
）

（
五
）
指
名
競
争
入
札
に
よ
る
契
約
に
基
づ
く
金
銭
交
付

①
平
均
落
札
率
（
予
定
価
格
に
対
す
る
落
札
価
格
の
割
合
・
単
純
平
均
）

②
落
札
率
段
階
別
（
五
十
％
未
満
、
五
十
％
以
上
は
十
％
刻
み
）
の
契
約
件
数

③
金
銭
交
付
件
数
の
多
い
相
手
先
団
体
の
名
称
、
件
数
、
交
付
目
的
及
び
交
付
総
額
（
上
位
三
十
団
体
）

④
③
の
団
体
の
内
、
平
成
十
八
年
度
の
上
位
三
十
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

⑤
金
銭
交
付
総
額
の
多
い
相
手
先
団
体
の
名
称
、
件
数
、
交
付
目
的
及
び
交
付
総
額
（
上
位
三
十
団
体
）

⑥
⑤
の
団
体
の
内
、
平
成
十
八
年
度
の
上
位
三
十
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

⑦
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
金
銭
交
付
総
額
が
二
千
万
円
以
上
の
団
体
の
内
、
当
該
団
体
の
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
各
事
業
年
度
総
収
入
に
対
す
る
当

該
機
関
か
ら
の
当
該
年
度
の
金
銭
交
付
額
が
占
め
る
割
合
が
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
三
ヵ
年
連
続
し
て
二
十
％
超
の
団
体
に
対
す
る
個
々
の
契
約
の
締
結

年
度
、
目
的
、
契
約
金
額
、
落
札
率

⑧
⑦
の
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

⑨
金
銭
交
付
の
原
因
と
な
る
当
該
機
関
か
ら
の
発
注
事
業
等
を
再
委
託
し
て
い
る
場
合
、
当
該
発
注
事
業
の
概
要
、
再
委
託
先
の
名
称
及
び
再
委
託
先
の
国
家
公
務
員
再

就
職
者
の
在
籍
数

⑩
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
九
十
四
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
金
額
を
超
え
て
指
名
競
争
入
札
に
付
し
た
契
約
の
件
数
（
当
該
機
関
の
指
名
競
争
入
札
に
よ
る
契
約
の
総

件
数
に
占
め
る
割
合
を
含
む
）
及
び
総
契
約
金
額
（
当
該
機
関
の
指
名
競
争
入
札
に
よ
る
契
約
の
総
金
額
に
占
め
る
割
合
を
含
む
）

⑪
参
加
者
が
一
団
体
で
あ
っ
た
入
札
に
基
づ
く
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
ご
と
に
相
手
先
名
称
、
契
約
日
、
契
約
内
容
、
契
約
金
額
及
び
契
約
相
手
先
に
お
け
る
国
家
公
務

員
再
就
職
者
の
在
籍
数
（
末
尾
に
該
当
契
約
の
総
件
数
及
び
総
契
約
金
額
を
記
載
）



⑫
参
加
者
が
全
て
公
益
法
人
（
改
正
前
民
法
三
十
四
条
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
）
で
あ
っ
た
入
札
に
基
づ
く
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
ご
と
に
相

手
先
名
称
、
契
約
日
、
契
約
内
容
、
契
約
金
額
及
び
契
約
相
手
先
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数
（
末
尾
に
該
当
契
約
の
総
件
数
及
び
総
契
約
金
額
を
記

載
）

⑬
「
当
該
契
約
内
容
（
発
注
事
業
等
）
に
か
か
わ
る
実
務
経
験
者
の
在
籍
」
を
応
募
の
条
件
と
す
る
入
札
の
そ
れ
ぞ
れ
の
案
件
に
つ
い
て
、
入
札
の
公
示
日
、
入
札
実
施

日
、
入
札
す
る
契
約
の
概
要
、
入
札
参
加
団
体
数
、
落
札
団
体
名
称
、
予
定
価
格
、
落
札
価
格
、
落
札
率
（
末
尾
に
該
当
入
札
の
総
件
数
、
総
金
額
を
記
載
）

⑭
「
当
該
契
約
内
容
（
発
注
事
業
等
）
に
か
か
わ
る
契
約
（
請
負
）
実
績
」
を
応
募
の
条
件
と
す
る
入
札
の
そ
れ
ぞ
れ
の
案
件
に
つ
い
て
、
入
札
の
公
示
日
、
入
札
実
施

日
、
入
札
す
る
契
約
の
概
要
、
入
札
参
加
団
体
数
、
落
札
団
体
名
称
、
予
定
価
格
、
落
札
価
格
、
落
札
率
（
末
尾
に
該
当
入
札
の
総
件
数
、
総
金
額
を
記
載
）

（
六
）
随
意
契
約
に
よ
る
契
約
に
基
づ
く
金
銭
交
付

①
平
均
落
札
率
（
予
定
価
格
に
対
す
る
落
札
価
格
の
割
合
・
単
純
平
均
・
予
定
価
格
を
設
定
し
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
旨
明
記
）

①
―
ア

特
命
随
契
の
平
均
落
札
率

②
落
札
率
段
階
別
（
五
十
％
未
満
、
五
十
％
以
上
は
十
％
刻
み
）
の
契
約
件
数

②
―
ア

特
命
随
契
の
落
札
率
段
階
別
の
契
約
件
数

③
金
銭
交
付
件
数
の
多
い
相
手
先
団
体
の
名
称
、
件
数
、
交
付
目
的
及
び
交
付
総
額
（
上
位
百
団
体
）

③
―
ア

特
命
随
契
に
よ
る
金
銭
交
付
件
数
の
多
い
相
手
先
団
体
の
名
称
、
件
数
、
交
付
目
的
及
び
交
付
総
額
（
上
位
百
団
体
）

④
③
の
団
体
の
内
、
平
成
十
八
年
度
の
上
位
百
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

④
―
ア

③
―
ア
の
団
体
の
内
、
平
成
十
八
年
度
の
上
位
百
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

⑤
金
銭
交
付
総
額
の
多
い
相
手
先
団
体
の
名
称
、
件
数
、
交
付
目
的
及
び
交
付
総
額
（
上
位
百
団
体
）

⑤
―
ア

特
命
随
契
に
よ
る
金
銭
交
付
総
額
の
多
い
相
手
先
団
体
の
名
称
、
件
数
、
交
付
目
的
及
び
交
付
総
額
（
上
位
百
団
体
）

⑥
⑤
の
団
体
の
内
、
平
成
十
八
年
度
の
上
位
百
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

⑥
―
ア

⑤
―
ア
の
団
体
の
内
、
平
成
十
八
年
度
の
上
位
百
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

⑦
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
金
銭
交
付
総
額
が
二
千
万
円
以
上
の
団
体
の
内
、
当
該
団
体
の
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
各
事
業
年
度
総
収
入
に
対
す
る
当

該
機
関
か
ら
の
当
該
年
度
の
金
銭
交
付
額
が
占
め
る
割
合
が
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
の
三
ヵ
年
連
続
し
て
二
十
％
超
の
団
体
に
対
す
る
個
々
の
契
約
の
締
結



年
度
、
目
的
、
契
約
金
額
、
落
札
率

⑧
⑦
の
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数

⑨
金
銭
交
付
の
原
因
と
な
る
当
該
機
関
か
ら
の
発
注
事
業
等
を
再
委
託
し
て
い
る
場
合
、
当
該
発
注
事
業
の
概
要
、
再
委
託
先
の
名
称
及
び
再
委
託
先
の
国
家
公
務
員
再

就
職
者
の
在
籍
数
（
契
約
が
特
命
随
契
に
基
づ
く
場
合
、
そ
の
旨
を
明
記
）

⑩
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
九
十
九
条
第
二
号
か
ら
七
号
に
定
め
る
金
額
を
超
え
て
随
意
契
約
に
付
し
た
契
約
の
件
数
（
当
該
機
関
の
随
意
契
約
に
よ
る
契
約
の
総
件
数

に
占
め
る
割
合
を
含
む
）
及
び
総
契
約
金
額
（
当
該
機
関
の
随
意
契
約
に
よ
る
契
約
の
総
金
額
に
占
め
る
割
合
を
含
む
）

⑪
参
加
者
が
一
団
体
で
あ
っ
た
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
ご
と
に
参
加
要
件
、
相
手
先
名
称
、
契
約
日
、
契
約
内
容
、
契
約
金
額
及
び
契
約
相
手
先
に
お
け
る
国
家
公
務
員

再
就
職
者
の
在
籍
数
（
末
尾
に
該
当
契
約
の
総
件
数
及
び
総
契
約
金
額
を
記
載
）

⑫
参
加
者
が
全
て
公
益
法
人
（
改
正
前
民
法
三
十
四
条
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
）
で
あ
っ
た
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
ご
と
に
相
手
先
名
称
、
契

約
日
、
契
約
内
容
、
契
約
金
額
及
び
契
約
相
手
先
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
在
籍
数
（
末
尾
に
該
当
契
約
の
総
件
数
及
び
総
契
約
金
額
を
記
載
）

⑬
「
当
該
契
約
内
容
（
発
注
事
業
等
）
に
か
か
わ
る
実
務
経
験
者
の
在
籍
」
を
参
加
の
要
件
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
の
概
要
、
特
命
随
契
該
当
の
有

無
、
参
加
団
体
数
、
契
約
相
手
先
団
体
名
称
、
予
定
価
格
、
契
約
価
格
、
落
札
率
（
末
尾
に
該
当
入
札
の
総
件
数
、
総
金
額
を
記
載
）

⑭
「
当
該
契
約
内
容
（
発
注
事
業
等
）
に
か
か
わ
る
契
約
（
請
負
）
実
績
」
を
参
加
の
要
件
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
の
概
要
、
特
命
随
契
該
当
の
有

無
、
参
加
団
体
数
、
契
約
相
手
先
団
体
名
称
、
予
定
価
格
、
契
約
価
格
、
落
札
率
（
末
尾
に
該
当
入
札
の
総
件
数
、
総
金
額
を
記
載
）

四
．
そ
の
他

本
要
請
書
は
、
決
算
行
政
監
視
委
員
会
に
送
付
さ
れ
た
い
。


